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上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)６月５日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

４２の２ 建築基準

法第５２条第６項

第３号の規定に基

づく建築物の容積

率に関する特例認

定申請手数料 

１件につき ２８，

０００円 

略 略 

４５の２ 建築基準

法第５５条第３項

の規定に基づく建

築物の高さに関す

る特例許可申請手

数料 

１件につき  １６

０，０００円 

４６ 建築基準法第

５５条第４項各号

の規定に基づく建

築物の高さに関す

る許可申請手数料 

１件につき  １６

０，０００円 

略 略 

４７の２ 建築基準

法第５８条第２項

の規定に基づく建

築物の高さに関す

る特例許可申請手

数料 

１件につき  １６

０，０００円 

略 略 

名称 金額 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

４６ 建築基準法第

５５条第３項各号

の規定に基づく建

築物の高さの許可

申請手数料 

１件につき  １６

０，０００円 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 
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５４の３ 建築基準

法第８６条第３項

の規定に基づく一

団地内において建

築等をする１又は

２以上の構えを成

す建築物の特例及

び敷地内に広い空

地を有する建築物

の各部分の高さ又

は容積率に関する

特例許可申請手数

料 

１件につき 建築物

の数が１又は２であ

る場合にあっては２

３８，０００円、建

築物の数が３以上で

ある場合にあっては

２３８，０００円に

２を超える建築物の

数に２９，０００円

を乗じて得た額を加

算した額 

略 略 

５４の５ 建築基準

法第８６条の２第

２項の規定に基づ

く一敷地内認定建

築物以外の建築物

の新築又は一敷地

内認定建築物の増

築等に関する許可

申請手数料 

１件につき 建築物

（新築又は増築等を

するものに限る。以

下この項において同

じ。）の数が１であ

る場合にあっては２

３８，０００円、建

築物の数が２以上で

ある場合にあっては

２３８，０００円に

１を超える建築物の

数に２９，０００円

を乗じて得た額を加

算した額 

 

５４の６ 建築基準

法第８６条の２第

３項の規定に基づ

く一敷地内許可建

築物以外の建築物

の新築又は一敷地

内許可建築物の増

築等に関する許可

申請手数料 

１件につき 建築物

（新築又は増築等を

するものに限る。以

下この項において同

じ。）の数が１であ

る場合にあっては２

３８，０００円、建

築物の数が２以上で

ある場合にあっては

２３８，０００円に

５４の３ 建築基準

法第８６条第３項

の規定に基づく一

団地内に建築され

る１又は２以上の

構えを成す建築物

の特例及び敷地内

に広い空地を有す

る建築物の各部分

の高さ又は容積率

に関する特例許可

申請手数料 

 

１件につき 建築物

の数が１又は２であ

る場合にあっては２

３８，０００円、建

築物の数が３以上で

ある場合にあっては

２３８，０００円に

２を超える建築物の

数に２９，０００円

を乗じて得た額を加

算した額 

略 略 

５４の５ 建築基準

法第８６条の２第

２項又は第３項の

規定に基づく一敷

地内認定建築物又

は一敷地内許可建

築物以外の建築物

の建築に関する特

例許可申請手数料 

１件につき 建築物

（一敷地内認定建築

物又は一敷地内許可

建築物を除く。以下

この項において同

じ。）の数が１であ

る場合にあっては２

３８，０００円、建

築物の数が２以上で

ある場合にあっては

２３８，０００円に

１を超える建築物の

数に２９，０００円

を乗じて得た額を加

算した額 
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１を超える建築物の

数に２９，０００円

を乗じて得た額を加

算した額 

略 略 

６２ 建築基準法第

８６条第１項の規

定に基づく一団地

内において建築等

をする１又は２以

上の構えを成す建

築物に関する特例

認定申請手数料 

１件につき 建築物

の数が１又は２であ

る場合にあっては８

２，０００円、建築

物の数が３以上であ

る場合にあっては８

２，０００円に２を

超える建築物の数に

２９，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額 

略 略 

６４ 建築基準法第

８６条の２第１項

の規定に基づく一

敷地内認定建築物

以外の建築物の新

築又は一敷地内認

定建築物の増築等

に関する認定申請

手数料 

１件につき 建築物

（新築又は増築等に

係るものに限る。以

下この項において同

じ。）の数が１であ

る場合にあっては８

２，０００円、建築

物の数が２以上であ

る場合にあっては８

２，０００円に１を

超える建築物の数に

２９，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額 

略 略 
 

 

 

 

 

略 略 

６２ 建築基準法第

８６条第１項の規

定に基づく一団地

内に建築される１

又は２以上の構え

を成す建築物の特

例認定申請手数料 

 

１件につき 建築物

の数が１又は２であ

る場合にあっては８

２，０００円、建築

物の数が３以上であ

る場合にあっては８

２，０００円に２を

超える建築物の数に

２９，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額 

略 略 

６４ 建築基準法第

８６条の２第１項

の規定に基づく一

敷地内認定建築物

以外の建築物の建

築認定申請手数料 

 

 

 

１件につき 建築物

（一敷地内認定建築

物を除く。以下この

項において同じ。）

の数が１である場合

にあっては８２，０

００円、建築物の数

が２以上である場合

にあっては８２，０

００円に１を超える

建築物の数に２９，

０００円を乗じて得

た額を加算した額 

 

略 略 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の町田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

受理する申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例に

よる。 
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